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会
員
の
皆
様
に
は
、
ご
家
族
お
揃
い
で
輝
か
し

い
令
和
８
年
の
新
春
を
お
迎
え
の
こ
と
と
お
慶
び

申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
日
頃
か
ら
本
会
の
事
業

運
営
に
つ
き
ま
し
て
は
、
格
別
の
ご
理
解
と
ご
協

力
を
賜
り
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昭
和
57
年
２
月
に
発
足
し
た
本
会
は
、
平
成
25

年
に
一
般
財
団
法
人
に
移
行
し
、
会
員
の
皆
様
の

互
助
制
度
の
組
織
と
し
て
、
公
共
の
福
祉
及
び
会

員
の
皆
様
方
の
福
利
厚
生
の
向
上
に
寄
与
す
べ
く

逐
次
事
業
内
容
の
充
実
を
図
り
、
皆
様
方
の
ご
協

力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
事
業
の
推
進
に
努
め
て
お

り
ま
す
。

　

本
会
の
現
職
会
員
数
は
、
令
和
元
年
度
末
で
約

１
万
４
７
０
０
人
で
し
た
が
、
令
和
２
年
４
月
の

会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
導
入
及
び
令
和
４
年

10
月
の
社
会
保
険
の
適
用
拡
大
に
よ
り
、
現
在
で

は
、
約
８
７
０
０
人
増
の
約
２
万
３
４
０
０
人
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
制
度
改
正
に
よ
る
会
員
数
の
増
加

は
、
本
会
の
収
支
等
の
財
政
状
況
に
大
き
な
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
の
で
、
財
政
状
況
の
推
移

を
注
視
し
つ
つ
、
全
て
の
会
員
の
皆
様
が
、
安
心

し
て
互
助
会
事
業
を
ご
利
用
い
た
だ
け
る「
長
期

的
に
安
定
し
た
事
業
運
営
」と
な
る
よ
う
、
適
宜
、

事
業
内
容
の
見
直
し
を
行
う
な
ど
、
適
切
に
対
応

を
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

引
き
続
き
公
共
の
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
と

と
も
に
、
会
員
と
ご
家
族
の
皆
様
の
福
利
厚
生
の

推
進
・
向
上
の
た
め
、
役
職
員
一
同
、
努
力
を
尽

く
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
皆
様
方
の
一
層
の
ご

理
解
、
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

　

結
び
に
、
皆
様

方
の
益
々
の
ご
健

勝
と
ご
多
幸
を
心

か
ら
お
祈
り
申
し

上
げ
、
年
頭
の
ご

あ
い
さ
つ
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

賀
正

新
年
あ
け
ま
し
て

   

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

一
般
財
団
法
人
愛
媛
県
市
町
村
職
員
互
助
会

会
　
長
　
加 

藤
　 

　
章

年
頭
の

　 
ご
あ
い
さ
つ

会
　
長
　
加
藤
　
　
章
（
東
温
市
長
）

副
会
長
　
武
智
　
邦
典
（
伊
予
市
長
）

副
会
長
　
髙
橋
　
　
靖
（
新
居
浜
市
職
員
）

理
　
事
　
大
城
　
一
郎
（
八
幡
浜
市
長
）

理
　
事
　
西
尾
　
祥
之
（
宇
和
島
市
職
員
）

理
　
事
　
武
田
　
啓
史
（
宇
和
島
市
職
員
）

監
　
事
　
上
村
　
俊
之
（
上
島
町
長
）

監
　
事
　
山
内
　
佑
樹
（
西
条
市
職
員
）

評
議
員
　
徳
永
　
繁
樹
（
今
治
市
長
）

評
議
員
　
古
谷
　
崇
洋
（
砥
部
町
長
）

評
議
員
　
中
村
　
維
伯
（
愛
南
町
長
）

評
議
員
　
井
関
　
文
彦
（
松
山
市
職
員
）

評
議
員
　
久
保
　
竜
児
（
伊
予
市
職
員
）

評
議
員
　
勝
間
　
　
郷
（
内
子
町
職
員
）

評
議
員
　
野
田
　
裕
久
（
愛
媛
大
学
名
誉
教
授
）

評
議
員
　
森
賀
　
俊
二
（
元
新
居
浜
市
職
員
）

評
議
員
　
井
手
　
克
彦
　 

前
愛
媛
県
市
町
村
職
員

年
金
者
連
盟
会
長

評
議
員
　
曽
根
　
哲
也
　 

愛
媛
県
市
町
村
職
員

共
済
組
合
事
務
局
長

外
職
員
一同
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●
団
体
定
期
保
険
の

　
遺
族
ガ
イ
ダ
ン
ス
等
に
つ
い
て

　

共
済
グ
ル
ー
プ
保
険
の
団
体
定
期
保
険

に
つ
い
て
は
、
現
在
、
被
保
険
者
の
方
に

万
一
（
死
亡
・
高
度
障
害
）
が
あ
っ
た
場
合
、

残
さ
れ
た
ご
遺
族
の
方
が
遺
族
ガ
イ
ダ
ン

ス
を
希
望
す
れ
ば
、
保
険
金
請
求
の
お
手

続
き
の
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

ま
た
、
令
和
８
年
１
月
以
降
に
つ
い
て

は
、
遺
族
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
加
え
、
各
種
電

話
相
談
（
一
部
有
料
）・
情
報
提
供
冊
子
の

送
付
を
開
始
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

今
後
も
、
被
保
険
者
様
・
ご
遺
族
様
の

生
活
不
安
の
軽
減
、
ま
た
、
い
っ
そ
う
の

ご
安
心
の
た
め
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
の

で
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

●
ご
退
職
者
様
へ
の
お
願
い

　
退
会
記
念
給
付
金

  （
旅
行
ク
ー
ポ
ン
券
）に
つ
い
て 

　

年
度
末
は
退
職
者
及
び
資
格
取
得
者
が

特
に
多
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
確
認
作

業
等
に
時
間
を
要
す
る
た
め
、
給
付
金
等

の
請
求
を
い
た
だ
い
て
か
ら
給
付
ま
で
に

一
定
の
日
数
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

退
職
さ
れ
る
方
の
中
に
は
、
退
会
記
念
給

付
金
（
旅
行
ク
ー
ポ
ン
券
）
を
利
用
し
て
、

退
職
後
の
旅
行
を
計
画
さ
れ
る
方
も
い

ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
年
度
末

退
職
者
に
係
る
当
該
給
付
金
に
つ
き
ま
し

て
は
６
月
末
以
降
、
順
次
支
給
と
な
る
予

定
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
ご
計
画
い
た
だ

き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
ま

た
、
退
職
後
に
転
居
さ
れ
る
予
定
の
方
は
、

各
種
申
請
書
に
旧
住
所
及
び
新
住
所
（
転

居
予
定
日
）
を
記
入
い
た
だ
き
、
お
近
く

の
郵
便
局
で
「
転
居
届
」
の
手
続
き
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

可
能
な
限
り
速
や
か
な
給
付
と
な
る
よ

う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
皆
様
の
ご

理
解
・
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

●
退
職
後
も
受
け
ら
れ
る
給
付
金

  「
結
婚
祝
金
」「
出
産
祝
金
」の

　
請
求
に
つ
い
て

　

現
職
会
員
が
退
職
後
３
か
月
以
内
に
結

婚
し
た
と
き
、
現
職
会
員
が
退
職
後
６
か

月
以
内
に
出
産
し
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ

「
結
婚
祝
金
」、「
出
産
祝
金
」
が
受
け
ら
れ

ま
す
の
で
、
退
職
時
の
所
属
所
を
経
由
し

て
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

●
退
職
者
に
係
る
互
助
会
事
業
の

　
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
つ
い
て

　

退
職
時
の
互
助
会
事
業
の
手
続
き
に
係

る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
本
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（https : //w
w
w
.ehim

ectv.jp/

）

に
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
参
考

に
な
さ
っ
て
く
だ
さ
い
。

「医療補助金支給決定送金通知書」が届いたのですが、制度の詳細を教えてください。Q
　医療補助金事業は、医療機関等で受診した際に窓口で支払った自己負担の額が１件※につき１万３千
円を超えるとき、共済組合から給付される一部負担金払戻金（家族療養費附加金）や高額療養費相当額
を除いた額を医療補助金として、皆様が届出されている個人口座に自動的に給付（愛媛県市町村職員
共済組合の短期給付の適用を受けている会員以外は請求書の提出が必要）するものです。
　なお、自動給付の対象となる方は、医療機関等から医療保険者である市町村共済に提出されたレ
セプト等（診療報酬明細書等）に基づき支給しますので、診療月の3か月以降の事務処理となります。
※１件の取り扱いについては、本誌５Ｐの「1件の取り扱い等」の表１から４をご参照ください。

A

Q＆A

お
知
ら
せ

医療補助金について

3



［ 令和8年１月１日現在 ］知っておきたい !   退職後の互助会事業

手続き不要手続き不要 退会記念給付金の請求
「退会記念給付金請求書(別紙様式第11号)」

引き続き加入する

退職の日の前日まで引き続いて
1年以上現職会員である

退職会員の資格を
取得する

引き続く現職会員期間が
６月以上ある※

退職後20日以内に加入申込み
「退職会員・配偶者特別会員資格取
得申出書(別紙様式退第1号)」

手続き不要

退職の日まで引き続いて６月以上現職会員である※

手続き不要 退職医療返還一時金の請求
「退職医療返還一時金請求書(別紙様式退第9号)」

共済グループ保険

未経過分の
保険料を一括前納

集団契約から
個別契約へ

がん保険所属所担当者への申出

給付事業
引き続く現職会員期間が10年以上であり、職員
研修事業助成金の給付を受けていない

退職者医療給付事業
満55歳以上で70歳までの退職者である

厚生事業
共済グループ保険、がん保険の両方orいずれか
に加入している(積立年金は継続不可能)

退　職

【退会記念給付金について】
　現職会員である者が退職（死亡退職を除く。）し
た場合、その者の引き続く現職会員期間が10年
以上あり、かつ、現職会員期間中に職員研修事
業助成金の給付を受けていないときに、現職会
員期間に応じた旅行クーポン券を支給します。
　・10年以上20年未満　20,000円
　・20年以上30年未満　30,000円
　・30年以上　　　　　 40,000円

※ 1年未満の端数があるときは、6月未満
の端数はこれを切捨て、6月以上の端
数はこれを1年に切り上げます。 

いいえ いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

【退職医療返還一時金について】
　現職会員が退職又は死亡した際に、退職会員の資格取得要件を満たさ
ないとき又は資格取得要件は満たしているが退職会員等となることを希
望しなかったとき、次の①～③に掲げる金額の合算額を給付します。
①平成7年4月1日から平成18年3月31日までの現職会員であった期間の
年数1年につき5,000円を乗じた額

②平成18年4月1日から令和4年3月31日までの現職会員であった期間の
年数1年につき2,000円を乗じた額

③令和4年4月1日以後の現職会員であった期間の年数1年につき1,000
円を乗じた額

〈例 ： 昭和62年4月1日に会員の資格を取得した者が令和7年12月31日
に退職した場合〉

　①5,000円×11年＝55,000円　②2,000円×16年＝32,000円
　③1,000円×4年＝4,000円
　　　　　　　退職医療返還一時金の額①+②+③＝91,000円

【退職者医療給付事業】
●事業内容
　退職会員及び配偶者特別会員が満60歳に達した日から
70歳までの間において医療機関等で診療を受けた場合、
当該医療機関等に支払った保険診療分の一部負担金が１
件につき8,000円（基礎控除額）を超えるとき、その超え
た金額（100円未満切捨て）を給付します。この場合、国
民健康保険等から給付される高額療養費、共済組合等か
ら給付される附加給付及びその他これらに類する制度の
給付を受けた場合、その給付された金額は控除します。
●加入方法
　退職会員・配偶者特別会員になることを希望する場合
は、退職後２０日以内に加入の申出をし、一時拠出金の払込
み（算定式は次ページを参照）が必要です。
●給付対象者
　退職会員又は配偶者特別会員となった本人のみ
●給付金の請求方法
　「退職医療給付金請求書」に必要書類を添付して請求

次ページに、事業の詳細を掲載し
ていますのでご参照ください。

６・７ページに、事業内容を掲載し
ていますのでご参照ください。
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医
療
費（
自
己
負
担
額
）

共済組合から高額療養
費が支給される

国民健康保険又は協会け
んぽから高額療養費が支
給される

共済組合から附加給付
等が支給される
57,600円－25,000円

＝32,600円
互助会から退職医療給付
金を支給
57,600円－8,000円

＝49,600円
互助会から退職医療給
付金を支給
25,000円－8,000円

＝17,000円

自己負担（8,000円） 自己負担（8,000円）

共済組合の任意継続
組合員

国民健康保険又は協会
けんぽの被保険者

（注） 平均標準報酬月額は年度によって変わる場合があります。

〔給付対象外〕
・ 室料差額等の保険適用外のもの（予防接種、健康診断、文書料、室料
差額、自費による歯科治療等）
・ 入院時における食事療養標準負担額
・ 受診時定額負担（特定機能病院及び地域医療支援病院を紹介状なしで
受診）

　給付内容等は収支の状況、地方公務員制度の状況等によって変更する場合がありますが、この場合、変更した内容は現職会員、退職会員にかかわらず適
用されますので、ご了承ください。

区　　　　　分 取　　　　　扱

1
診療を受けた医
療保険制度ごと
に１件

医療保険制度を異にして診療を受け
た場合は、医療保険制度ごとに１件

2 診療を受けた月
ごとに１件

月の初日から末日までの診療について
の１か月を１件

3
診療を受けた医
療機関ごとに１
件

同じ月に医療機関を異にして診療を
受けた場合は、医療機関ごとに１件

4
入院と外来の場
合は、それぞれ１
件

同じ月に同じ医療機関で入院と外来
による診療を受けた場合は、入院、外
来ごとにそれぞれ１件

5
医療機関と保険
薬局とが区別さ
れている場合
は、それぞれ１件

同じ月に診療を受け、診療を受けた医
療機関での処方箋による保険薬局で
薬代を支払った場合は、それぞれ１件

○転居等をした場合や加入する健康保険が変更となった場合など、必要に応じて「退職会員・配偶者特別会員異動報告書」をご提出ください。
○現職会員になった場合や脱退・死亡した場合は「退職会員・配偶者特別会員資格喪失申出書兼退職医療脱退一時金請求書」又は「退職会員・配偶者特別会員
資格喪失申出書兼退職医療死亡弔慰金請求書」をご提出ください。

【参考】 　60歳以上70歳未満の退職会員等が死亡したとき又は脱退したとき(現職会員になったときを含む。）は、死亡日（又は脱退日）の翌日から70歳に達する
までの年数１年（１年未満切捨て）につき10,000円を支給します。

 　なお、資格取得申出をした55歳以上60歳未満の退職会員等が死亡したとき又は脱退したとき（現職会員になったときを含む。）は、一時拠出金相当
額などを給付します。

※添付書類などの保険者番号、被保険者記号番号はマスキングしてください。
※報告書や請求書は互助会ホームページに掲載しています。また、ご連絡いただきましたら送付することも可能ですので、互助会までお問い合わせください。
※請求書の書き方など請求方法については、退職者に係る互助会事業のパンフレットや加入後に送付される「退職者医療給付事業のしおり」、互助会ホームページでご確認ください。

■一時拠出金の算定式
〈昭和62年４月１日から現職会員である方が、令和8年３月３１日に６1歳で退職した場合（退職時の標準報酬月額30万円）〉

■1件の取り扱い等 ■1件当たりの医療費に係る給付例
〈高額療養費の自己負担限度額が57,600円に該当する者で、直近12か月の高額
療養費該当回数が1～3回の場合〉

一
時
拠
出
金
の
算
定

納付済み掛金率
(A)

平成7年4月から平成18年3月までの掛金払込月数分
の掛金率

1.425
1000　×　132 月　＝　

188.1
1000

納付済み掛金率
(B) 平成18年4月以降の掛金払込月数分の掛金率 0.475

1000　×　240 月　＝　
114.0
1000

一時拠出金
(C)

算定基礎となる標準報酬月額 
300,000 円※　×　  513

1000
　－　（ 188.1

1000
　＋　114.0

1000
 ） 　＝　63,270 円

   （A） （B）
※ 算定基礎となる標準報酬月額は、退職月の掛金の標準となった標準報酬月額又は現職会員の平均標準報酬月額（令和7年度300,000円）
のいずれか少ない金額です。なお、平均標準報酬月額は年度によって変わる場合があります。

控除額
(D) 5,000 円　×　1 年　＝　5,000 円

退職餞別金
(E)

（5,000 円　×　5 年）　＋　（8,000円　×　3 年）
 　＝　49,000 円

一時拠出金払込額
（Ｃ－Ｄ－E） （C） 63,270 円　－　（D） 5,000 円　－　（E） 49,000 円　＝　9,270 円

25,000円

57,600円

8,000円

現職会員のときは、保険者
が市町村共済組合であれば
請求をしなくても自己負担額
控除（13,000 円）後の金
額が自動的に「医療補助金」
として支給（100円未満切
捨て）されていましたが、退
職会員等になられたら「退
職医療給付金請求書」に領
収書等を添付して、ご自分
で請求する必要があります。

満60歳を超えて資格取得する場合、
一時拠出金から差し引きます。

退職会員となった後の届出事項

知っておきたい !   退職後の互助会事業
退職者医療給付事業

平成6年10月31日までに現職会員の資格を取得して
いた者は、一時拠出金から退職餞別金を差し引きます。
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　退職された後は、基本的に会員の皆様と互助会が直接、書類のやり取り等を行いますので、届出事項に変更があった場合は必ずご
連絡ください。
　退職された方から、よくお問い合わせいただく内容について次のとおり掲載していますので、ぜひご参考になさってください。

● 退職後の共済グループ保険の取り扱い及び令和8年8月案内時に選択することになるコース等一覧表
（概要）

 （注1） 保険料の登録口座振替時には、手数料385円（消
費税10%を含む。）を合わせて振り替えます。

（注2） 複数の制度を継続された場合も手数料は変わり
ません。

（注3） 登録口座振替ができない月が２か月続くと脱退
扱いになりますので、ご注意ください。

●保険料控除証明書は、毎年10月頃にご自宅へお送りします。
●配当金は、毎年2月末に届出口座に送金します。（※保険期間内の中途脱退者及び死亡、高度障害、障害保険金該
当者は、配当金がありません。）
●案内等の日付は、あくまで予定であり前後する可能性があります。
●一覧表に記載のコース等は令和7年募集時の内容等です。令和8年以降、変更の可能性がありますので、更新時に
同封されるパンフレット等で最新の内容をご確認ください。
●令和9年1月以降の口座振替及び配当金に係るご案内等は、互助会ではなく業務委託業者である「株式会社　日本
共同システム（NKS）」が事務を取り扱います。【NKS　TEL:0120-129-128】

注
意
事
項

●互助会からの大切なお願い

　退職者医療給付事業に加入されている場合は、「退職会員・
配偶者特別会員異動報告書」（別紙様式退第５号）の提出が必
要です。当該様式は互助会ホームページにも掲載していますが、
互助会にご連絡いただきましたら返信用封筒を同封して送付
させていただきます。また、市外や県外に引っ越された場合は、
固定電話の番号が変更となる場合がありますので、当該報告
書に記入をお願いします。できましたら、固定電話の番号だけ
でなく、携帯電話の番号もご記入いただければ幸いです。
　併せて、お近くの郵便局で「転居届」の手続きをお願いします。
　共済グループ保険に加入されている場合は、紙媒体による
報告の必要はありませんが、互助会（退職後２年目からはＮＫＳ
等）への電話連絡が必要です。お電話だけで、住所変更・電話番
号変更等に対応させていただきますので、まずは互助会までご
連絡ください。

退職後に、引っ越しました。何か手続きはありますか？Q
　団体定期保険、団体定期保険プラス、医療保障保険、医療費支援制度、重病克
服支援制度及び傷害補償プランは、退職時に所属所を経由して未経過保険料を
一括前納していただくことで、退職時と同じコースを保険期間終了（令和8年１２月
末）まで継続できます。ただし、療養給付プラン、長期療養給付プランは退職時点
で脱退となります。
　また、翌年については退職者コースへのコース変更手続きを必ずしていただ
くこととなります（令和9年１月からの保険は、退職時に加入していたコースの継
続はできないため、退職時に加入していた保障金額の範囲内で新たにコース選
択をしていただく必要があります）ので、上表の加入内容欄でコース内容をご確
認いただき、次年度更新の案内文書（令和8年８月頃にご自宅あてに送付予定）
の中に同封されている「加入申込書」に必要事項を記入・押印し、互助会までご
提出ください。
　なお、令和9年１月以降の更新案内等については、互助会ではなく委託業者で
ある「株式会社　日本共同システム（ＮＫＳ）」が事務を取り扱いますのでご注意
ください。

令和8年３月末で退職する予定です。共済グループ保険は、退職
後も継続していけると思って良いですか？また、来年も引き続き
加入したいのですが、どのような手続きが必要ですか？

種　類 加入条件 加入対象者 加入内容 退職後の保険料等

共
済
グ
ル
ー
プ
保
険

団体定期保険
退職時に本制度に加入してい
る者が退職した場合で、保険
料を一括前納した者

本人と配偶者
（※こどもの加入は
できません。）

満80歳6か月まで継続加入できます。
次の5コースから選択のうえ、申込み
が必要となります。
・500万円コース　・450万円コース
・250万円コース　・200万円コース
・100万円コース

● 退職（年度末）した年の
未払い保険料（4月～ 12
月分）は、所属所を経由
して一括払込みとなりま
す。一括払込みいただく
ことにより、12月末まで
退職時の保険内容が適用
されます。

　 （団体定期保険、団体定期
保険プラス、医療保障保
険、医療費支援制度、重
病克服支援制度及び傷害
補償プラン）

● 退職した年の翌年以降の
保険料は、登録口座より
毎月の口座振替をします。
また、併せて手数料385
円／月（消費税10%込）
を振り替えます。（初回：
退職した年の12月）

　 （団体定期保険、団体定期
保険プラス、医療保障保
険、医療費支援制度、重
病克服支援制度及び傷害
補償プラン）

団体定期保険プラス
退職時に本制度に加入してい
る者が退職した場合で、保険
料を一括前納し、団体定期保
険に加入の者

本人と配偶者

満80歳6か月まで継続加入できます。
次の各4コースから選択のうえ、申込
みが必要となります。
〔組合員〕
・500万円コース  ・250万円コース
・150万円コース  ・100万円コース
〔配偶者〕
・400万円コース  ・200万円コース
・150万円コース  ・100万円コース

医療保障保険
退職時に本制度に加入してい
る者が退職した場合で、保険
料を一括前納し、団体定期保
険に加入の者

本人と配偶者
（※こどもの加入は
できません。）

退職した年の翌年からも退職時の加入
内容で、満 69歳 6か月まで継続加入
できます。

退職後終身医療保険
（個人契約）

「医療保障保険」に加入してい
る者が満69歳を迎え、退職後
終身医療保険（個人契約）に申
込みをした者
※ 該当者には、明治安田生命
保険相互会社から別途ご案
内します。

本人と配偶者
（※こどもの加入は
できません。）

終身にわたって継続加入できます。
※ 商品内容等については、明治安田生
命保険相互会社の担当部署（担当者）
までお問い合わせください。

医療費支援制度
退職時に本制度に加入してい
る者が退職した場合で、保険
料を一括前納し、団体定期保
険に加入の者

本人と配偶者
（※こどもの加入は
できません。）

退職した年の翌年からも退職時の加入
内容で、満 79歳 6か月まで継続加入
できます。

重病克服支援制度
退職時に本制度に加入してい
る者が退職した場合で、保険
料を一括前納し、団体定期保
険に加入の者

本人と配偶者
退職した年の翌年からも退職時の加入
内容で、満 79歳 6か月まで継続加入
できます。

傷害補償プラン
退職時に本制度に加入してい
る者が退職した場合で、保険
料を一括前納し、団体定期保
険に加入の者

本人と配偶者
（※こどもの加入は
できません。）

退職した年の翌年からも退職時の加入
内容で、満 80歳 6か月まで継続加入
できます。

療養給付プラン
退職時に本制度に加入している者が退職した時点で、脱退の扱いとなり、継続加入はできません。

長期療養給付プラン

知っておきたい !   退職後の互助会事業

Q

［ 令和8年１月１日現在 ］

登録口座振替（毎月）

令和9年12月頃
加入内容・保険料のご案内

令和10年1月1日

第2回更新

▼
・保険料登録口座振替

（初回：12月、以後毎月）
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　現職のときは、毎月、給料支給時にがん保険に係る保険料が控除され、所属所から互助会に納められていましたが、退職後は、個別契
約へ移行となり口座振替による保険料の引き落としとなります。退職後の手続きについては、下図をご参照ください。
　また、退職時の加入内容で終身加入することができます。

　現職のときは、毎月、給料支給時（賞与支給時含む。）に共済グループ保険に係る保険料が控除され、所属所から互助会に納められて
いましたが、退職した年は、退職時に所属所を経由して未経過分を一括で納めていただく必要があります。退職後の手続きについては、
下図をご参照ください。また、共済グループ保険は、退職した翌年にコースの変更をしていただく必要があります。退職時に加入して
いた保障金額の範囲内でコースを選択いただく（増額や新規コースの追加はできません。）ことになり、継続・脱退にかかわらず、互助会
と直接書類のやり取りをしていただくこととなりますのでご注意ください。

●共済グループ保険の退職継続加入等の流れ（令和8年3月31日退職の場合）

　退職をもって積立ては終了しますので、加入されている方は、退職の際に一時金あるいは年金として受け取るかを選択してください。
　ア年金受取コース（10年、15年、20年確定年金　・10年、15年、20年保証期間付終身年金)　　　イ一時金受取コース

給料から保険料控除
（集団契約） （個別契約）

口座振替による保険料引き落とし

▼
所属所⇒加入者
• 退職後の意向確認（脱退or継続）
• 継続の場合の保険料の払込方法確認

保険料の払込方法選択
①年払い②半年払い③月払い

南海放送サービス⇒加入者
• 口座振替登録書等を登録住所へ送付
 ⇒南海放送サービス（株）に提出

脱退

継続加入

■共済グループ保険について

■互助会積立年金について

■がん保険について

11月1日契約日の保険商品（当月払い）

・新がん保険Ａ型　　・新がん保険Ｂ型

12月1日契約日の保険商品（前月払い）
・21世紀がん保険　・がん保険フォルテ
・ご契約者のためのがん保険フォルテ
・生きるためのがん保険Days
・生きるためのがん保険Days プラス
・新生きるためのがん保険Days
・新生きるためのがん保険Days プラス
・生きるためのがん保険Days1
・生きるためのがん保険Days1 プラス
・生きるためのがん保険Days1 ALL-in
・生きるためのがん保険Days1WINGS 
・生きるためのがん保険Days1WINGS プラス
・あなたによりそうがん保険ミライト

①年払い…集団契約より保険料が安くなる。
②半年払い…集団契約より保険料が高くなる。
③月払い…集団契約より保険料が高くなる。
※ 口座振替ではなく「払込書」による保険料の払い込みも可能ですので、ご希望の場合は代理店の南海放送サービス株
式会社にお問い合わせください。

（注1）「半年払い」及び「月払い」をご選択された場合は、集団契約時の保険料より高くなりますのでご注意ください。
（注2） 口座振替登録書のご提出時期によっては、数か月分の保険料は所定の「払込書」にて払い込みをお願いすること

があります。

払込方法における注意事項

●がん保険の退職継続加入等の流れ（令和8年3月31日退職の場合）
（例）新がん保険A型加入者

・保険料控除証明書は、毎年9月にご自宅へお送りします。
・案内等の日付は、あくまで予定であり前後する可能性があります。
【 代理店：南海放送サービス㈱　ＴＥＬ：０１２０－１１１－１３６ 】 

注
意

事
項

令和8年1月1日 令和8年4月1日

令和8年3月31日退職
（令和8年4月1日喪失）

知っておきたい !   退職後の互助会事業
厚生事業 ～ 共済グループ保険・がん保険・互助会積立年金 ～

登録口座振替（毎月）

令和8年1月1日 令和8年4月1日

令和8年3月31日退職
（令和8年4月1日喪失）

令和8年12月頃
加入内容・保険料のご案内

令和9年8月頃
第2回目更新のご案内

令和9年1月1日

第1回更新

給料から保険料控除 継続する場合は、退職時に保険料一括納付（4月分～ 12月分）

・互助会からご自宅へパンフレット等を送付
▼

〔提出書類・提出先〕
①更新する場合
・加入申込書 ※退職後コースの中から選択
・口座振替依頼書　　　　　　　 　　　⇒ 互助会に提出

②更新しない場合
・加入申込書 ※解約する旨の申出 　　　   ⇒互助会に提出

・ 業務委託業者（㈱日本共同システム（NKS））
からご自宅へパンフレット等を送付

▼
〔提出書類・提出先〕

・加入申込書
　⇒㈱日本共同システム（NKS）に提出
　※ 加入内容に変更がない場合は、提出は不要です。

▼
・保険料登録口座振替

（初回：12月、以後毎月）

令和8年8月頃
第1回目更新のご案内

コース
変更の
手続必須

7



互 助 会 の 概 況
（令和7年１１月末現在）

・所 属 所 数 43
・会 員 数  現職会員数 23,481 人

退職会員数 1,509 人
・被扶養者数 15,379 人
・標準報酬月額 317,701 円

が
ん
保
険（
令
和
７
年
11
月
か
ら
適
用
）に

つ
き
ま
し
て
は
、令
和
７
年
６
月
〜
７
月
に
、共

済
グ
ル
ー
プ
保
険
及
び
積
立
年
金（
令
和
８
年

１
月
か
ら
適
用
）に
つ
き
ま
し
て
は
、令
和
７
年

７
月
〜
９
月
に
か
け
て
募
集
い
た
し
ま
し
た
。

募
集
に
当
た
り
ま
し
て
は
、公
務
ご
多
忙
の

と
こ
ろ
、格
別
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
ま

し
た
こ
と
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

引
き
続
き
、会
員
の
皆
様
が
在
職
中
の
み
な

ら
ず
退
職
後
に
お
き
ま
し
て
も
安
心
し
て
生
活

で
き
る
よ
う
、ま
た
少
し
で
も
皆
様
の
お
役
に

立
て
る
よ
う
充
実
し
た
制
度
に
し
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
の
で
、ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
を
ご
計
画
さ

れ
る
際
に
は
、ぜ
ひ
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

な
お
、令
和
８
年
１
月
１
日
現
在
の
共
済
グ

ル
ー
プ
保
険
等
の
加
入
状
況
は
下
表「
加
入
状

況
」の
と
お
り
で
す
。

区　　　分 加 入 者 数（人） 保険金等（千円） 月額保険料（円）
がん保険 会　　員 639 ― 2,252,366

共
済
グ
ル
ー
プ
保
険

団体定期
保険

組合員 10,157 116,649,000 32,817,709

配偶者 2,582 7,287,000 2,345,653

子ども 734 1,980,000 257,400

計 13,473 125,916,000 35,420,762

ボーナスコース 2,687 23,640,000 28,907,425

団体定期
保険プラス

組合員 8,801 84,863,000 12,048,085

配偶者 2,248 4,144,500 732,674

計 11,049 89,007,500 12,780,759

ボーナスコース 1,774 19,960,000 21,558,880

療養給付プラン 723 59,000 1,569,921

長期療養給付プラン 23 1,863 69,678

医療保障
保険

組合員 2,736 9,998 5,273,098

配偶者 447 1,797 1,001,567

子ども 370 1,415 318,025

計 3,553 13,210 6,592,690

医療費
支援制度

組合員 5,388 138,300 2,565,186

配偶者 661 17,050 354,174

子ども 573 14,325 185,652

計 6,622 169,675 3,105,012

重病克服
支援制度
（主契約）

組合員 3,931 5,582,000 5,195,014

配偶者 571 776,000 662,115

計 4,502 6,358,000 5,857,129

傷害補償
プラン

組合員 1,037 3,235 1,020,320

配偶者 57 171 45,600

子ども 90 270 72,000

計 1,184 3,676 1,137,920

積立年金 月　払

一般型 164 460 口 920,000 

個年型 410 1,492 口 2,984,000 

計 574 1,952 口 3,904,000 

（令和8年1月1日現在）加 入 状 況

　全国的に有名なとべ動物園ですが、その周辺には「古代の森」「桜の園」「通谷池」
など、季節折々の花木や紅葉を楽しむことができる名所があります。駐車場もあります
ので、カメラやスマホを片手に、ふらっと寄ってみるのはいかがでしょうか。

「とべ動物園周辺」砥部町

が
ん
保
険・共
済
グ
ル
ー
プ
保
険

の
募
集
結
果

共
済
グ
ル
ー
プ
保
険
の
契
約
内
容
に
つ
い

て
は
、明
治
安
田
生
命
相
互
会
社
の「
み
ん

な
の
M
Y
ポ
ー
タ
ル
」に
ご
登
録
い
た
だ
く
こ

と
で
、W
e
b
上
で
現
在
加
入
の
契
約
内
容

及
び
共
済
グ
ル
ー
プ
保
険
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を

ご
確
認
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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